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協会けんぽでは、35～74歳の被保険者の方を対象に「生活習慣病予防健診」を実施しています。
胃がん・肺がん・大腸がん検診を含む充実した内容に加え、令和5年度から自己負担額が軽減
するため、よりお得に、便利にご利用いただけます。　　　　　　　特設ページはこちらから▶

申請書をご記入いただき、必要な書類をご添付の上、
ご加入先の協会けんぽ支部までご提出ください。

付加健診とは
節目の年齢において、肝臓、胆のう、
腎臓といった腹部の臓器の様子を
調べるための腹部超音波検査や、
高血圧・動脈硬化などを見つける
手掛かりとなる眼底検査といった、
より詳細な健診のことです。

協会けんぽの生活習慣病予防健診がよりお得に！

自己負担額が軽減されます

お問い合わせ先　保健グループ／TEL.054-275-6605

お問い合わせ先　業務グループ／TEL.054-275-6601

どれくらいお得になるの？

A1

Q1 健康保険給付金の申請手続きはどのように行いますか？

保険給付金を受ける権利は、受けること
ができるようになった日の翌日(起算日)
から2年で時効となります。
起算日は給付金によって異なりますので
ご注意ください。

A2

Q2 健康保険給付金の申請に期限はありますか？

令和5年4月1日以降の出産が対象です。A3

Q3 出産育児一時金の引き上げはいつから適用されますか？

最高7,169円 最高5,282円 
1,887円
お得に！

軽減後（令和5年度から）軽減前（令和4年度まで）
一般健診
について

最高4,802円 最高2,689円 
2,113円
お得に！

軽減後（令和5年度から）軽減前（令和4年度まで）
付加健診
について

協会けんぽの健診
について詳しくはこちら

詳しくは
こちら

協会けんぽの保険給付 Q A&&

申請書はこちらから
ダウンロードが可能です。

療養費 ･･････････････････療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費･･････････････診療月の翌月1日
傷病手当金・出産手当金･･労務に服することができなかった日の翌日
出産育児一時金 ･････････出産日の翌日
埋葬料（費）･････････････死亡した日(埋葬費は埋葬を行った日)の翌日

起算日

出産育児一時金の支給額

出産日が令和5年3月31日以前

産科医療補償制度未加入の機関で出産

産科医療補償制度加入機関で
在胎週数が22週以降の出産 42万円

40.8万円

50万円

48.8万円
産科医療補償制度加入機関で
在胎週数が22週に達しなかった出産

出産日が令和5年4月1日以降

ぜひご利用
ください！

職場内での掲示・回覧をお願いいたします。

ご担当者様便り
全国健康保険協会 静岡支部

協会けんぽ

令和5年
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全国健康保険協会 静岡支部
協会けんぽ

〒420-8512
静岡市葵区呉服町1-1-2 静岡呉服町スクエア
054-275-6602（企画総務グループ）

発行者：

▶医療機関の窓口で提示することで療養の給付を受けることができます

無効な保険証を提示すると
無資格受診となり、後日、
かかった医療費のうち協会
けんぽ負担分（7～8割）を
返還していただくことにな
ります。

※「資格喪失届」「被扶養者異動届」に添付できなかった場合や電子申請をご利用の場合は、回収の都度ご返却をお願いします。
※紛失等で回収できない場合は、日本年金機構に「被保険者証回収不能届」をご提出ください。

もし仕事中・通勤中に病気になったりケガをしたりした場合は、管轄の労働基準監督署にご相談ください。

保険証の適正使用にご協力ください

保険証は必ず持ち歩きましょう

▶仕事中・通勤中の病気やケガは労災保険の対象です

仕事中・通勤中の病気やケガでは使えません

保険証の返却が確認できない場合、退職者ご本人様宛に保険証返却について
のお知らせをお送りしております。

保険証発行まで、お手続きいただいてから約1ヶ月程度お時間をいただいております。
保険証が届く前に医療機関を受診される場合は、お手数ですが一度全額（10割）をお支払いください。
あとから療養費（立替払）をご申請いただくことで、一部払い戻しを受けることができます。

保険証の発行手続き中におけるご注意点

● 無効な保険証で医療機関等を受診した場合

▶ご退職後はすみやかに保険証をご返却ください（扶養家族の方も同様です）

退職日の翌日から使えません

保険証の返却方法 保険証の返却方法 

1 退職者ご本人（お
よび扶養家族の
方）の保険証を事
業所に返却

2 事業所の事務
ご担当者様は
保険証を回収

3 「資格喪失届」「被扶養者異動届」に
回収した保険証を添付して、日本
年金機構名古屋広域事務センター
あるいは管轄の年金事務所へ提出

協会けんぽ

協会けんぽが
一時的に立て替え

7,000円（7割）を負担

医療機関等ご本人

無効な
保険証を提示

協会けんぽが医療機関等に支払った7,000円を後日返還請求

3,000円（3割）を負担

!

例 総医療費が10,000円の場合


